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1.ブハラ・ハーン国領内

McChesney, R.D., Waqf in Central Asia. Four hundred years in the history of a muslim
shrine, 1480-1889, Princeton, 1991

備考: 説明省略。

Abduraimov, M.A., Oqerki agrarnyh otnoxeni� v Buharskom hanstve v XVI-pervo�
polovine XIX veka. 2 toma, Taxkent, 1966-70

備考: ブハラ・ハーン国期の土地制度および税制についての古典的研究書。

Arends, A.K., Halidov, A.B., Qehoviq, O.D., Buharski� Vak. f XIII v. Faksimile.
Izdanie teksta, perevod s arabskogo i persidskogo, vvedenie i kommentari�, Moskva,
1979

備考: 1299年に作成されたワクフ文書。設定者は ‘Abd ar-Rah. ı̄m Ist̄ıjāb̄ıで、物件所在地はブハラ近
郊。オリジナルはアラビア語だが、後代ペルシア語訳も作成された。ファクシミール出版され
たアラビア語とペルシア語のテキストは、各々コピーであり、後者は 18 世紀末に筆写されたも
の。本書で校訂の対象とされたのは、このペルシア語訳のみである。

Bertel~s, E.�. (ed.), Iz arhiva xe�hov D�u�bari. Materialy po zemel~nym i
torgovym otnoxeni�m Sr. Azii XVI veka, Moskva-Leningrad, 1938

備考: 16 世紀ブハラにおけるナクシュバンディーヤの指導者、ジュイバリー家の不動産蓄積を解明す
る文書群。この集成の作成時、同家出身の Khwāja Sa‘dがブハラに所有していた不動産の目録
で、具体的には売買文書の集成である。計 385 点。

Qehoviq, O.D., Dokumenty k istorii agrarnyh otnoxeni� v Buharskom hanstve.
Vypusk 1. Akty feodal~no� sobstvennosti na zeml� XVII-XIX vv., Taxkent, 1954

備考: 稀覯本の類に属するためかあまり利用されないが、Qehoviqの初期の代表作。収録される文書
は計 51 点にのぼり、売買 (22)・国有地購入と免税私有地作成 (8)・免税私有地作成 (1)・勅令
(6)・上奏 (3)など多様な文書が含まれる。
本書の目的は封建的土地所有形態の実相と、過去における勤労大衆の境遇を解明することにあ
る。第二巻は、ブハラ・ハーン国における農民反乱に関連した文書の集成として公刊されるは
ずであったが、結局この出版計画は実現されなかった。
本書巻頭の研究部分では、免税私有地たる milk-i h. urr-i khālis.の作成過程と、その法的根拠の
解明にかなりの部分が割かれている。こうした免税私有地が下賜により生成されるのではなく、
たとえ擬制的なものにしても、あくまで合法的な国有地の売買を通して作成されるものである
ことを明らかにしたのは、Qehoviqの大きな功績の一つである。彼女が生涯取り組んだ一連の
土地制度史研究の成果により、課税対象となる一般の私有地と、国有地、免税私有地との間の
相関関係がほぼ明らかとなった。また、McChesneyにも引き継がれている、16 世紀半ば以降、
継続的に国有地が私有地へと転化していった、という有名なテーゼは、すでに本書にもあらわ
れている。
他の Qehoviqの著作同様、巻末には文書のファクシミールも掲載される。

Qehoviq, O.D., Samarkandskie Dokumenty XV-XVI vv. (O vladeni�h Hod�i Ah.rāra
v Sredne� Azii i Afganistane). Faksimile, kritiqeski� tekst, perevod, vvedenie,
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pimeqani� i ukazateli, Moskva, 1974
備考: 15 世紀中央アジアにおけるナクシュバンディーヤの指導者、ホージャ・アフラールに関連する

ワクフ文書とこれに関連する各種文書の集成。内訳は、ワクフ文書 (5)・売買 (8)・勅令 (2)・法
廷での陳述・判決 (3)の計 18 点。

Qehoviq, O.D., Buharskie dokumenty XIV veka, Taxkent, 1965
備考: クブラヴィーヤのシャイフ、Sayf ad-D̄ın Bākharz̄ıの廟とハーンカーフ維持のため、彼の孫が

おこなったワクフ設定を記録した文書。これに付随する各種文書も含め、計 6 点が収録される。

Fitrat, R.R., Sergeev, B.S., Kazi�skie dokumenty, Taxkent, 1937
備考: Majmū‘a-yi Wathā’iq の部分的活字出版。

Ivanov, P.P., Hoz��stvo D�u�barskih xe�hov. K istorii feodal~nogo zemlevladeni�
v Sredne� Azii v XVI-XVII vv., Moskva-Leningrad, 1954

備考: Bertel~s, E.�.1938に収録された文書のロシア語抄訳と研究。

Kazakov, B.A., Dokumental~nye pam�tniki Sredne� Azii, Taxkent, 1987
備考: 各種文書の書式を分析・紹介したもの。

Muhtarov, A., Materialy po istorii Ura-T�be. Sbornik aktov XVII-XIX vv.,
Moskva, 1963

備考: 現タジキスタン共和国領内の都市ウラ・チュベに関連する各種文書の集成。小冊子である。

Mukminova, R.G., K istorii agrarnyh otnoxeni� v Uzbekistane XVI v. Po mate-

rialam Vakf-name, Taxkent, 1966
備考: Shaybān̄ı Khānの息子である Muh.ammad Tı̄mūr Sult.ānの嫁、Mihr Sult.ān Khān̄ımが、

サマルカンドの Shaybān̄ı Khān マドラサを維持するためにおこなったワクフ設定を記録した
文書。ペルシア語校訂テキストにロシア語の訳注と、研究を付す。

Mukminova, R.G., Oqerki po istorii remesla v Samarkande i Buhare v XVI veke,
Taxkent, 1976

備考: 説明省略。

Mukminova, R.G., Social~na� differenciaci� naseleni� gorodov Uzbekistana v XV-
XVI vv., Taxkent, 1985

備考: 説明省略。

2.ヒヴァ・ハーン国領内

Ivanov, P.P., Arhiv Hivinskih hanov XIX v. Issledovanie i opisanie dokumen-

tov s istoriqeskim vvedeniem. Novye istoqniki dl� istorii narodov Sredne� Azii,
Leningrad, 1940

備考: 巻末に使用史料の一部のアラビア文字テキスト、計 16 点が収録される。尚、この 16 点の文書
は全てチャガタイ・トルコ語で作成されている。

�ldaxev, M.�., K istorii krest~�n Hivy XIX veka, Taxkent, 1966
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備考: 巻末に使用史料のテキストがファクシミールの形で掲載される。

3.コーカンド・ハーン国領内

Nabiev, R.N., Iz istorii Kokandskogo hanstva (feodal~noe hoz��stvo Hudo�r-hana),
Taxkent, 1973

備考: 上奏書等、計 68 点の文書がファクシミールの形で発表されている。

Troicka�, A.L., Materialy po istorii Kokandskogo hanstva XIX v., Moskva, 1969
備考: 徴税業務にかかわる上奏書等、計 44 点の文書テキストのファクシミールとロシア語訳が収録さ

れる。

4.碑文

Babadjanov, B., Muminov, A., Jürgen Paul, Schaibanidische Grabinschriften, Wiesbaden,
1997

備考: サマルカンド、ブハラ、タシュケント、トルキスタンという 4 都市、6 施設に保存されるシャイ
バーン朝王族の墓碑銘計 84 点のアラビア文字オリジナル・テキストに訳注を付して発表したも
の。著者の一人、バフティヤール氏は中央アジアのスーフィズム研究で有名であり、来日経験も
あるが、氏の研究の出発点は中世文化財の保存と碑文の解読である。ムミーノフ氏はウズベキ
スタン在住のカザフ人でアラビスト。ユルゲン・ポール氏はドイツの中央アジア史研究者で、主
にスーフィズム研究の分野で多数の業績を発表している。ドイツの援助で出版されたため、本
文はウズベク語・ドイツ語・ロシア語の 3 言語で記述されている。図版多数。

Dodhudoeva, L.N., �pigrafiqeskie pam�tniki Samarkanda XI-XIV vv., tom 1, Duxanbe,
1992

備考: 11世紀から 14世紀にかけて作成された、サマルカンドの墓碑銘 (ka�rak)計 130点の集成。ア
ラビア文字オリジナル・テキストと訳注。本書に収録される墓碑銘コレクションの基礎をなすの
は、1963年と 1968年に Muhtarov, A.M.を首班とする、タジク共和国科学アカデミー歴史
学研究所中世史部局古文献調査隊によるサマルカンド野外文化財博物館 (muze�-zapovednik)
所蔵品調査の際に発見された墓碑銘群である。尚、ka�rak(qāyrāq)とはウズベク語で、「木材・
石・金属の長材、角材」を意味する言葉である。

5.論文

Qehoviq, O.D., Egani, A.A., Regesty sredneaziackih aktov (Materialy k svod-

nomu katalogu aktovyh istoqnikov v sobrani�h SSSR), Pis~mennye pam�tniki
Vostoka. Istoriko-filologiqeskie issledovani�. E�egodnik 1974-1979, Moskva, 1981-
1987

備考: 4 部作の未公刊文書目録。各文書のファクシミールも添付され、史料価値が非常に高い。

Qehoviq, O.D., Vil~danova, A.B., Vak.f Subh. ān-K. ulī-H
¯
āna Buharskogo 1693 g.,

Pis~mennye pam�tniki Vostoka, 1973, Moskva, 1979
備考: ワクフ文書 1 点とこれに関連する各種文書のテキスト、ロシア語訳注、ファクシミール。
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Qehoviq, O.D., Reliktovye klauzy sredneaziackih aktov, Pam�tniki istorii i

literatury Vostoka, Moskva, 1986
備考: 20 世紀初頭の売買文書 1 点のテキストとファクシミール。

Qehoviq, O.D., Vakufny� dokument vremeni Tīmūra iz kollekcii Samarkand-

skogo muze�, �pigrafika Vostoka IV, ?, 1951
備考: ワクフ文書 1 点の校訂テキスト、ファクシミール、ロシア語訳注。

Mukminova, R.G., Akt o nasledstve (Samarkandska� oblast~, XVI v.), Pam�tniki

istorii i literatury Vostoka, Moskva, 1986
備考: Majmū‘a-yi Wathā’iq 所収の相続文書のテキスト、ロシア語訳注、ファクシミール出版。川本

正知「イスラム法と 16 世紀サマルカンドの遺産相続」前川和也編著『家族・世帯・家門』ミネ
ルヴァ書房 (1993)も参照。

久保一之「イスラーム期中央アジア古文書学の成果と 16世紀ブハーラーの法廷文書書式集」
『東洋学報』78、pp.029-053、1996

アブドゥライモフ、M.A.「ブハラのコシュベギ官房文庫研究序説」『西南アジア研究』37、pp.23-
57、1992

6.所謂ブハラ・ハーン国期古文書研究の回顧と展望

a)研究対象
ワクフ文書や売買文書、および一部の勅書を利用した社会経済史研究は旧ソ連研究者がもっと

も得意とするところである。確かに旧西側研究者からみれば、彼等の論旨には「始めに結論あり

き」というきらいもある。だが、世界中いずれの地域においても、前近代の社会では現代にくら

べ著しく厳しい搾取が行われていたことはある意味で当然のことであり、彼等の論旨をはじめ

から否定的にとらえることなどできない。

また、ワクフ文書の研究は歴史地理学の発展にも大きく貢献した。リストには含めなかった

が、V�tkinがワクフ文書の記述から、サマルカンドのウルグ・ベグ天文台の位置を想定し、こ

れにもとづいて実際に天文台が発掘されたのは有名なはなしである。

一方、古文書特有の各種術語の研究も枚挙にいとまがない。上記リストに挙げた代表的な研

究書では、殆どの場合、テキストの訳文に詳細な語注が付されている。また、特定の術語につい

ての専論も多い。特に、Qehoviq, Mukminova, Egani等の研究は重要である。

反面、書式研究は Qehoviq, Kazakovを中心として進められてきてはいるが、いまだ十分で

はない。

また、対象となる時代が下るにつれ、豊富な徴税業務関連文書の利用が可能となるという傾

向もある。

b)問題点
イスラム法学の見地からの文言解釈の必要性。たしかに、Qehoviqはイスラム法学の研究と

文書研究とを一定程度までリンクさせることに成功した。但し、彼女の場合、文書に記録される

行為がいかに合法化されるのかという点に興味が集中した。一方、文書中に現れる一々の文言
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が実は法学上の裏付けをもつことについて、Qehoviqはこれを知らなかったわけではないが、

十分に研究を深化させることまではできなかった。ここに、現代の研究者にとっての課題の一つ

が浮かび上がる。一例として、ここではワクフ文書に頻出する分詞 lāzimおよび動名詞 luzūm
という術語を取り上げる。出典は、Qehoviq, Vil~danova 1979にて公刊された 17世紀のワ
クフ文書の 86-88行目である。
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Posle �togo upom�nuty� doverenny� vysokostepennyh osnovatele� vak.fa (87) na

osnovanii upom�nuto� doverennosti iz��l �tot vak.f iz svoih ruk i vruqil qeloveku,

kotorogo on po doverennosti naznaqil popeqitelem, i (88) po�elal snova zavladet~

im dl� upom�nutyh vysokostepennyh /osnovatele� vak.fa/ v kaqestve doverennogo,

vvidu otsutstvi� neobhodimosti / peredavat~ drugomu/.

ワクフ設定の最後の段階として、ワーキフが一旦ワクフ物件をムタワッリーに引き渡すものの、

すぐにこれを自分の占有下に取り戻そうとする。そこで、カーディーが、ワクフ設定は実効力を

有し、もはやワーキフがこれを占有することはできないとの判決を下す。これは、当時のワクフ

文書末尾に必ず登場するいわば茶番劇である。ここで注目すべきは、ワーキフが自己の占有下

にワクフ物件を取り戻す際の口実となる、ba-‘illat-i ‘adam-i luzūmという文言である。「luzūm
が存在しないことを理由に」というこの文言にあらわれる luzūmとは何か。
前引のロシア語訳にあるごとく、Qehoviqと Vil~danovaは、この文言を「[第三者に引き

渡す]必要性がないゆえに」と解釈した。しかしながら、この文言はハナフィー派イスラム法学
の規定を忠実に反映するものなのである。

ワクフ設定が法的実効性を有するか否かについて、アブー・ユースフとシャイバーニーの両名

は法的実効性を有するという立場をとる。ところが、アブー・ハニーファの学説ではワクフは法

的実効性をもたないことになる。実は、件の luzūmとは、「法的実効性を有すること」を意味す
る法学上の術語なのである。さて、ハナフィー派の学説は上記三名の言説を根拠として成立す

るものであるが、各々の学説に対立がある場合、三名のうち二名が提唱する学説が採用される。

つまり、ワクフの法的実効性についていえば、アブー・ユースフとシャイバーニーの学説が優先

されることになる。件の茶番劇はこの学説の対立をワクフ文書の文言中で表現したものにほか

ならない。ワーキフは一旦ワクフ財産をムタワッリーに引き渡す。しかし、アブー・ハニーファ

は「ワクフ設定は法的実効性をもたない」と言っているのだから、これを自分の占有下に取り戻

しても構わないだろうと主張してみせる。これに対してカーディーは、「いや、アブー・ハニー

ファとシャイバーニーの両名が、ワクフ設定は法的実効性を有する」と言っている以上、一旦ム

タワッリーに引き渡したワクフ物件を取り戻すことはできないと、判決するのである。当時の手

続きにおいては、この擬似的訴訟劇をもって、はじめてワクフ設定が法律上完了するのである。

このように、イスラム法学により合法化される行為を記録した文書の文言は、かなりの部分法

学上の規定を反映するものである。文書研究の基礎となるのは、或る文書のテキストから定型句
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を削り取り、その文書オリジナルの情報だけを抜き出すことである。イスラム法学の規定を反映

する定型句を削り取るには、イスラム法学そのものの研究が欠かせないことはいうまでもない。
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